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災
害
救
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法
施
行
細
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一
部
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す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
四
十
八
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
の
一
の
１
の
㈡
中
「
又
は
天
幕
の
設
営
」
を
「
天
幕
を
設
営
し
、
又
は
そ
の
他
の
適
切
な
方

法
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈢
中
「
（
冬
季
（
十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）
の
範
囲
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
福
祉
避
難
所
（
高

齢
者
、
障
害
者
等
（
以
下
「
高
齢
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
避
難
所
で
の
生
活
に
お
い
て
特
別
な
配
慮

を
必
要
と
す
る
も
の
に
供
与
す
る
避
難
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
た
場
合
は
、
当
該
地
域
に
お

い
て
当
該
特
別
な
配
慮
の
た
め
に
必
要
な
通
常
の
実
費
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
以
内
と
す
る
」

に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈣
を
同
表
の
一
の
１
の
㈥
と
し
、
同
表
の
一
の
１
の
㈢
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

㈣

福
祉
避
難
所
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
（
以
下
「
高
齢
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
避
難
所
で

の
生
活
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
に
供
与
す
る
避
難
所
を
い
う
。
）
を
設
置
し

た
場
合
は
、
㈢
の
金
額
に
、
当
該
地
域
に
お
い
て
当
該
特
別
な
配
慮
の
た
め
に
必
要
な
通
常
の
実

費
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈤

避
難
所
で
の
生
活
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、
避
難
所
に
避
難
し
て
い
る
者
へ
の

健
康
上
の
配
慮
等
に
よ
り
、
ホ
テ
ル
、
旅
館
等
宿
泊
施
設
の
借
上
げ
を
実
施
し
、
こ
れ
を
供
与
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
の
一
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

応
急
仮
設
住
宅

応
急
仮
設
住
宅
は
、
住
家
が
全
壊
し
、
全
焼
し
、
又
は
流
出
し
、
居
住
す
る
住
家
が
な
い
者
で
あ
つ

て
、
自
ら
の
資
力
で
は
住
家
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
、
建
設
し
て
供
与
す
る
も
の
（
以
下

「
建
設
型
仮
設
住
宅
」
と
い
う
。
）
、
民
間
賃
貸
住
宅
を
借
り
上
げ
て
供
与
す
る
も
の
（
以
下
「
借
上

型
仮
設
住
宅
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
供
与
す
る
も
の
と
す
る
。

㈠

建
設
型
仮
設
住
宅

⑴

建
設
型
仮
設
住
宅
の
設
置
に
当
た
つ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
公
有
地
を
利
用
す
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
適
当
な
公
有
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
民
有
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

⑵

建
設
型
仮
設
住
宅
の
一
戸
当
た
り
の
規
模
は
、
応
急
救
助
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
実
施
主
体
が
地

域
の
実
情
、
世
帯
構
成
等
に
応
じ
て
設
定
し
、
そ
の
設
置
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
設
置

に
か
か
る
原
材
料
費
、
労
務
費
、
付
帯
設
備
工
事
費
、
輸
送
費
及
び
建
築
事
務
費
等
の
一
切
の
経

費
と
し
て
、
五
、
五
一
六
、
〇
〇
〇
円
以
内
と
す
る
。

⑶

建
設
型
仮
設
住
宅
を
同
一
敷
地
内
又
は
近
接
す
る
地
域
内
に
お
お
む
ね
五
十
戸
以
上
設
置
し
た

場
合
は
、
居
住
者
の
集
会
等
に
利
用
す
る
た
め
の
施
設
を
設
置
で
き
、
五
十
戸
未
満
の
場
合
で
も

戸
数
に
応
じ
た
小
規
模
な
施
設
を
設
置
で
き
る
。

⑷

福
祉
仮
設
住
宅
（
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
等
を
利
用
し
や
す
い
構
造
及
び
設
備
を
有
し
、
高
齢

者
等
で
あ
つ
て
日
常
の
生
活
上
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
複
数
の
も
の
に
供
与
す
る
施
設
を
い

平
成
二
十
九
年

第

二

八

九

一

号

六

月

二

十

日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
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火
曜
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・
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日
に
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た
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は
翌
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行
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発
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大

分
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十
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一



○
告

示

介
護
機
関
の

名
称

所

在

地

開

設

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指

定

年

月

日

セ
ス
ナ
薬
局

千
代
町
店

別
府
市
千
代
町

八
二
番
一

株
式
会
社
セ

ス
ナ

別
府
市
荘
園

九
組
―
一

居
宅
療
養
管
理
指

導
、
介
護
予
防
居

宅
療
養
管
理
指
導

平
二
八
・
一
一
・

一

ゆ
う
調
剤
薬

局
別
府
店

別
府
市
大
畑
一

―
二

株
式
会
社
ソ

メ
ヤ

大
分
市
光
吉

一
七
八
五
番

地
の
三
七

居
宅
療
養
管
理
指

導
、
介
護
予
防
居

宅
療
養
管
理
指
導

平
二
九
・

三
・

一

う
。
）
を
建
設
型
仮
設
住
宅
と
し
て
設
置
で
き
る
。

⑸

建
設
型
仮
設
住
宅
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
着
工
し
、
速
や
か
に
設
置
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

⑹

建
設
型
仮
設
住
宅
を
供
与
で
き
る
期
間
は
、
完
成
の
日
か
ら
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
期
限
ま
で
と
す
る
。

⑺

建
設
型
仮
設
住
宅
の
供
与
終
了
に
伴
う
建
設
型
仮
設
住
宅
の
解
体
撤
去
及
び
土
地
の
原
状
回
復

の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
実
費
と
す
る
。

㈡

借
上
型
仮
設
住
宅

⑴

借
上
型
仮
設
住
宅
の
一
戸
当
た
り
の
規
模
は
、
世
帯
の
人
数
に
応
じ
て
㈠
の
⑵
に
定
め
る
規
模

に
準
ず
る
こ
と
と
し
、
そ
の
借
上
げ
の
た
め
に
支
出
で
き
る
費
用
は
、
家
賃
、
共
益
費
、
敷
金
、

礼
金
、
仲
介
手
数
料
又
は
火
災
保
険
等
そ
の
他
民
間
賃
貸
住
宅
の
貸
主
又
は
仲
介
業
者
と
の
契
約

に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

⑵

借
上
型
仮
設
住
宅
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
速
や
か
に
民
間
賃
貸
住
宅
を
借
上
げ
、
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

借
上
型
仮
設
住
宅
を
供
与
で
き
る
期
間
は
、
㈠
の
⑹
と
同
様
の
期
間
と
す
る
。

別
表
第
一
の
二
中
「
炊
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
」
を
「
炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の

給
与
及
び
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与

㈠

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
は
、
避
難
所
に
避
難
し
て
い
る
者
又
は
住
家
に
被
害
を

受
け
、
若
し
く
は
災
害
に
よ
り
現
に
炊
事
の
で
き
な
い
者
に
対
し
て
行
う
。

㈡

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
は
、
被
災
者
が
直
ち
に
食
す
る
こ
と
の
で
き
る
現
物
に

よ
る
。

㈢

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
を
実
施
す
る
た
め
支
出
で
き
る
費
用
は
、
主
食
費
、
副

食
費
、
燃
料
費
等
と
し
、
一
人
一
日
当
た
り
一
、
一
三
〇
円
以
内
と
す
る
。

㈣

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
を
実
施
で
き
る
期
間
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
七
日
以

内
と
す
る
。

別
表
第
一
の
三
の
㈠
中
「
船
舶
の
遭
難
」
を
「
全
島
避
難
」
に
、
「
損
傷
し
」
を
「
損
傷
等
に
よ
り
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ず
」
に
改
め
、
同
表
の
三
の
㈢
中
「
の
範
囲
内
」
を
「
以
内
」
に
改
め
、
同
表
の
三
の
㈢

の
イ
の
表
中
「
五
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
二
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
五
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
四
、
九

〇
〇
円
」
に
、
「
六
四
、
三
〇
〇
円
」
を
「
六
四
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
八
〇
、
九
〇
〇
円
」
を
「
八
〇
、

八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
六
の
㈡
中
「
五
七
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
七
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
の
七
の
㈢
中
「
範
囲
内
の
額
」
を
「
額
以
内
」
に
改
め
、
同
表
の
八
の
㈠
中
「
床
上
浸
水
に
よ
り

学
用
品
を
喪
失
又
は
損
傷
し
」
を
「
床
上
浸
水
に
よ
る
学
用
品
の
喪
失
又
は
損
傷
等
に
よ
り
学
用
品
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ず
」
に
改
め
、
同
表
の
八
の
㈢
中
「
の
範
囲
内
」
を
「
以
内
」
に
改
め
、
同
表
の
八
の
㈢

の
⑵
の
イ
中
「
四
、
三
〇
〇
円
」
を
「
四
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
八
の
㈢
の
⑵
の
ロ
中
「
四
、
六

〇
〇
円
」
を
「
四
、
七
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
八
の
㈢
の
⑵
の
ハ
中
「
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
一

〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
九
の
㈢
中
「
二
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
一
〇
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六

八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一
六
八
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
十
一
の
㈡
中
「
一
世
帯
当
た
り
一
三
四
、

八
〇
〇
円
」
を
「
市
町
村
内
に
お
い
て
障
害
物
の
除
去
を
行
つ
た
一
世
帯
当
た
り
の
平
均
が
一
三
五
、
一
〇

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
十
二
の
㈠
の
⑴
中
「
避
難
」
を
「
避
難
に
係
る
支
援
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作

成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
施
設
介
護
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防
支
援
計
画
の
作
成
、
介
護
予
防
福
祉

用
具
又
は
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
介
護
機
関
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

二
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!
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種

類

バ
ツ
チ
ヤ
ー
プ
ラ
ン
ト

能

力

二
五
㎥
／
時
間

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
日
以
降

工

事

完

成

予

定

年

月

日

許
可
日
以
降

使

用

開

始

予

定

年

月

日

許
可
日
以
降

使

用

時

間

間

隔

間
欠

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

約
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単
位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

三

六

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単
位

通

常

の

値

最

大

の

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

一
一

一
二

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

五

一
〇

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

一
、
〇
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

五

一
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

二
・
〇

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
七
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

大
分
県
難
病
・
疾
病
団
体
協
議
会

三

代
表
者
の
氏
名

早

野

真

弓

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
分
市
今
津
留
三
丁
目
四
番
二
十
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
大
分
県
難
病
連
に
関
連
す
る
団
体
の
患
者
各
位
・
家
族
の
自
己
決
定
を
尊
重
し
、
患
者

間
の
交
流
と
社
会
参
加
で
き
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
患
者
・
家
族
が
生
活
の
質
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
の

向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

事
業
の
変
更

公
告
の
方
法
の
変
更

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

中
津
市
豊
田
町
十
四
番
地
十
一
ル
ネ
サ
ン
ス
ビ
ル
三
階

大
林
・
新
成
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

所
長

永

松

雄

一

２

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
下
屋
形
地
先

大
林
・
新
成
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
下
屋
形
ト
ン
ネ
ル
Ｊ
Ｖ
工
事
事
務
所

３

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
五
十
五
号

生
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
の
用
に
供
す
る
バ
ツ
チ
ヤ
ー
プ
ラ
ン
ト

大
分
県
報
（
告
示
）

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

三



種

類

濁
水
処
理
施
設

処

理

方

式

炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
中
和
及
び
造
粒
沈
殿
方
式

能

力

三
〇
㎥
／
時
間

構

造

鋼
板
製

主

要

寸

法

縦
一
五
・
〇
ｍ

×

横
八
・
〇
ｍ

×

高
さ
五
・
五
ｍ

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
日
以
降

工

事

完

成

予

定

年

月

日

許
可
日
以
降

使

用

開

始

予

定

年

月

日

許
可
日
以
降

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単
位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

五
六
〇

五
六
〇

六
三
〇

六
三
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単
位

通

常

の

値

最

大

の

値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水

素

イ

オ

ン

濃

度

一
一

六
・
五

〜
八
・
五

一
二

六
・
五

〜
八
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

五

五

一
〇

一
〇

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
〇

一
五

一
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ
一
、〇
〇
〇

一
五

二
、〇
〇
〇

二
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

五

五

一
〇

一
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

一
・
五

二

二

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

一
基
設
置

処
理
水
の
う
ち
二
〇
㎥
／
日
を
再
生
利
用
水
と
す
る
。

排

水

口

名

№
一
排
水
口

一

日

当

た

り

の

排

出

水

量

単
位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

五
四
〇

六
一
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単
位

通

常

の

値

最

大

の

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

六
・
五
〜
八
・
五

六
・
五
〜
八
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

五

一
〇

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

一
五

二
〇

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
抽
出
物
質
量

㎎
／
ℓ

一
未
満

二

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

五

一
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

二
・
〇

○
公

告

４

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

５

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

二

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
中
津
市
役
所

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
処
分
し

た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

処
分
を
し
た
年
月
日

別
表
の
と
お
り

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

四



二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
建
設
業
の
許
可
番
号
及
び
取
消
処

分
に
係
る
建
設
業
の
種
類

別
表
の
と
お
り

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

別
表
に
記
載
さ
れ
た
建
設
業
者
か
ら
、
建
設
業
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
知
事
に
対
し
、

建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五



別表

許可の取消処分
年月日

平成２９年２月２０日

平成２９年３月１日

平成２９年３月１日

平成２９年３月２４日

平成２９年３月３１日

平成２９年４月６日

平成２９年３月１日

平成２９年３月１３日

平成２９年３月１３日

平成２９年３月１４日

平成２９年３月２２日

平成２９年３月２２日

平成２９年３月２３日

取消処分に係る
建設業の種類

全 部

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

管工事業

管工事業

造園工事業

大工工事業、屋根工
事業、タイル・れん
が・ブ ロ ッ ク 工 事
業、内装仕上工事業

大工工事業

土木工事業、とび・
土工・コンクリート
工事業、鋼構造物工
事業、水道工事業

建築工事業、大工工
事業、左官工事業、
石工事業、屋根工事
業、タ イ ル・れ ん
が・ブ ロ ッ ク 工 事
業、板金工事業、ガ
ラス工事業、塗装工
事業、防水工事業、
熱絶縁工事業

許 可 番 号

大分県知事許可（般－２３）
第２６４３号

大分県知事許可（般－２３）
第１０６７４号

大分県知事許可（般－２８）
第１４０５５号

大分県知事許可（般－２４）
第１０１１８号

大分県知事許可（般－２４）
第７８１３号

大分県知事許可（般－２４）
第１１８３３号

大分県知事許可（般－２６）
第１０４号

大分県知事許可（般－２４）
第１１５５号

大分県知事許可（特－２４）
第１１５５号

大分県知事許可（般－２４）
第３８５１号

大分県知事許可（般－２７）
第７７６５号

大分県知事許可（般－２３）
第１３３２６号

大分県知事許可（般－２４）
第１３３３１号

主たる営業所の所在地

宇佐市石田７９

日田市大字夜明３５２６
－２

大分市緑が丘５－５
－１０

佐伯市直川大字横川
２４４

中津市中殿町３－１０
－８

中津市大字上池永１３７
－５

大分市牧１－４－１３

豊後高田市来縄２８７０

豊後高田市来縄２８７０

速見郡日出町大字豊
岡２７９－１

津久見市大字上青江
３７７３－７

由布市挾間町下市３１６
－８

大分市桜ヶ丘６－７

商号又は名称

有限会社山本工務店

安心院建築

有限会社ワークル

株式会社ヒデサン

有限会社大和設備工
業所

有限会社豊洋

大徳電業株式会社

佐々木建設株式会社

佐々木建設株式会社

株式会社日出電機

マルコ商事株式会社

株式会社Y.S.クリエ
イト

Wood River工業株
式会社

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）

六
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測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
九
州
防
衛
局
長
か
ら
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
用
地
測
量
、
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

玖
珠
郡
玖
珠
町

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

免
許
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
装
置
及
び
県
間
通
信
装
置
等
機
器

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

大
分
市
大
字
松
岡
六
六
八
七
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
九
州
支
店

九
州
支
店
長

野

田

隆

之

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
御
供
所
町
一
番
一
号

五

落
札
金
額

百
二
十
八
万
八
千
四
百
四
十
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
が
見
込
ま

れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

大
分
県
警
察
統
合
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
用
パ
ソ
コ
ン
等

二

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

１

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
場
合

㈡

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て

い
な
い
場
合

㈢

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
場
合

㈣

県
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

㈤

営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合

㈥

経
営
者
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の

者
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
）
が
、
暴
力
団
関
係
者
（
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
交
わ
り
を
持
つ
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場

合
㈦

暴
力
団
関
係
企
業
等
（
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
経
営
を
支
配
し
、
又
は
利
用
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
企
業
又
は
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合

２

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠

年
間
契
約
実
績
（
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
調
達
契
約
の
入
札
日
（
以
下

「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
営
業
年
度
の
直
前
の
営
業
年
度
（
決
算
が
基
準
日
ま
で
に
確
定

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
営
業
年
度
。
以
下
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。
）

の
販
売
等
の
実
績
を
い
う
。
）

㈡

経
営
規
模

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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イ

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

ロ

従
業
員
数
（
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

ハ

機
械
設
備
等
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
保
有
状
況
を
い
う
。
物
品
の
製
造

を
業
と
す
る
者
に
限
る
。
）

㈢

営
業
年
数
（
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

㈣

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値

を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

三

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

１

申
請
の
方
法

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
九
五
七

３

申
請
の
時
期

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

１

有
効
期
間

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す

る
。

２

更
新
手
続

平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加

資
格
の
審
査
の
申
請
（
毎
年
七
月
に
申
請
受
付
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

１

申
請
書
の
交
付
場
所

三
の
２
に
同
じ

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w
w
w
.p
re
f.o
ita
.jp
/so
sh
ik
i/2
0
1
0
0
/n
y
u
sa
tsu
2
0
1
7
.h
tm
l

六

競
争
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が
必
要

と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競
争

入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈡

告
示
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈢

告
示
第
四
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
に
お
い
て
、
申
請
書
又
は
そ
の
添
付

書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
そ
の
事
実
が
競
争
入
札
参
加
資
格
取
得
後
に
判
明
し
た
場
合

２

１
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
に
通
知
す
る
。

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
公
告
す
る
。

平
成
２９
年
６
月
２０
日

大
分
県
知
事

広
瀬

勝
貞

１
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
入
札
件
名

大
分
県
警
察
統
合
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
用
パ
ソ
コ
ン
等
の
賃
貸
借
契
約

⑵
借
入
期
間

平
成
３０
年
２
月
１
日
か
ら
平
成
３５
年
１
月
３１
日
ま
で
（
６０
箇
月
）

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
２３４
条
の
３
に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
）

⑶
納
入
場
所

大
分
県
警
察
本
部
並
び
に
大
分
県
警
察
学
校
並
び
に
県
下
各
警
察
署
、
交
番
及
び
駐
在
所

２
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

⑴
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
を
取
得
し
た
者

⑵
自
己
又
は
自
己
の
役
員
等
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
者

が
、
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
。

ア
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７７
号
）

第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ
暴
力
団
員
（
同
法
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ウ
暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
事
業
者

エ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
雇
用
し
、
又
は
使
用
し
て
い
る
者

オ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
と
下
請
契
約
又
は
資
材
、
原
材
料
の
購
入
契
約

等
を
締
結
し
て
い
る
者

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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カ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
経
済
上
の
利
益
や
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
者

キ
役
員
等
が
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
通
念
上
ふ
さ
わ
し
く
な
い
交
際
を
有
す
る
な
ど
社
会
的

に
非
難
さ
れ
る
関
係
を
有
し
て
い
る
者

ク
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者

⑶
納
入
し
よ
う
と
す
る
物
品
が
仕
様
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等
を
大
分
県
警
察
本
部
警
務
部

情
報
管
理
課
企
画
・
指
導
係
に
提
出
し
、
審
査
を
受
け
、
承
認
を
受
け
た
者

３
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
及
び
場
所

⑴
申
請
の
時
期

平
成
２９
年
６
月
２０
日
か
ら
同
年
７
月
１１
日
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

⑵
申
請
書
類
の
提
出
先

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

〒
８７０
‐
８５０１

大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
電
話

０９７
‐
５０６
‐
２９５７

４
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
日
時

⑴
場
所

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課
企
画
・
指
導
係

〒
８７０
‐
８５０２

大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
電
話

０９７
‐
５３６
‐
２１３１

⑵
日
時

平
成
２９
年
６
月
２０
日
か
ら
同
年
８
月
２
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）
の
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
４５
分
ま
で

５
入
札
書
及
び
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

⑴
使
用
言
語
日
本
語

⑵
通

貨
日
本
国
通
貨

６
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
提
出
期
限

⑴
提
出
場
所
大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
用
度
・
管
財
係

⑵
提
出
期
限
平
成
２９
年
８
月
３
日
（
木
）
午
前
１０
時
００
分
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
８
月
２
日

（
水
）
午
後
５
時
４５
分
ま
で
に
必
着
す
る
こ
と
。

７
競
争
入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時
等

⑴
場

所
大
分
県
庁
舎
本
館
６
階

６１
会
議
室

⑵
日

時
平
成
２９
年
８
月
３
日
（
木
）
午
前
１０
時
００
分

⑶
再
度
入
札
開
札
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
い
な
い
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
８
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
再
度
の
入
札
を
行
う
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
再
度
の
入
札
は
、
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
全
て
が
立
ち
会
っ
て

い
る
場
合
は
直
ち
に
そ
の
場
で
行
う
も
の
と
す
る
。

８
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

免
除
す
る
。

９
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

契
約
金
額
の
１００
分
の
１０
以
上
の
契
約
保
証
金
を
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
、
契
約
保

証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

⑴
保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

⑵
過
去
２
年
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
都
道
府
県
と
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約

を
数
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
将
来
契
約

を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

１０
無
効
入
札
に
関
す
る
事
項

大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
３９
年
大
分
県
規
則
第
２２
号
）
第
２７
条
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

な
お
、
無
効
入
札
を
し
た
者
は
、
再
度
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

⑴
金
額
の
記
載
が
な
い
も
の

⑵
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
も
の

⑶
入
札
書
が
所
定
の
場
所
及
び
日
時
に
到
達
し
な
い
と
き
。

⑷
入
札
書
に
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
記
名
が
な
く
、
入
札
者
が
判
明
で
き
な
い
と
き
。

１１
最
低
制
限
価
格
に
関
す
る
事
項

設
定
し
な
い
。

１２
入
札
説
明
書
の
交
付
に
関
す
る
事
項

⑴
交
付
場
所

上
記
６
の
⑴
に
同
じ

⑵
交
付
日
時

上
記
４
の
⑵
に
同
じ

１３
落
札
者
の
決
定
の
方
法

⑴
有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
を

し
た
も
の
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
。

⑵
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
入
札
者
に
く
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じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の
う
ち
く
じ
を
引
か
な
い

者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の

と
す
る
。

１４
入
札
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
用
度
・
管
財
係

〒
８７０
‐
８５０２

大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
電
話

０９７
‐
５３６
‐
２１３１

１５
特
約
事
項

こ
の
入
札
に
係
る
契
約
は
、
地
方
自
治
法
第
２３４
条
の
３
に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
た
め
、

契
約
の
締
結
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額

又
は
削
減
が
あ
っ
た
場
合
は
、
契
約
の
相
手
方
と
契
約
を
解
除
で
き
る
も
の
と
す
る
。

１６
そ
の
他

⑴
上
記
２
の
⑵
に
掲
げ
る
資
格
要
件
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
大
分
県
警
察
本
部
に
照
会
す
る
場

合
が
あ
る
。

⑵
そ
の
他
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

⑶
こ
の
調
達
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け

る
。

１７
S
u
m
m
a
ry

⑴
N
a
tu
re
a
n
d
q
u
a
n
tity
o
f
p
ro
d
u
cts
to
b
e
re
n
te
d

T
e
rm
in
a
l
e
q
u
ip
m
e
n
t
a
n
d
o
th
e
rs
co
m
p
le
te
se
t
fo
r
O
ita
P
re
fe
ctu
ra
l
P
o
lice

in
te
g
-

ra
tio
n
in
fo
rm
a
tio
n
co
m
m
u
n
ica
tio
n
n
e
tw
o
rk
sy
ste
m

⑵
T
im
e
lim
it
fo
r
te
n
d
e
r

1
0
:0
0
a
.m
.
3
A
u
g
u
st
2
0
1
7

⑶
O
ffice

In
fo
rm
a
tio
n
A
d
m
in
istra

tio
n
D
ivisio

n
,
O
ita
P
re
fe
ctu
ra
lP
o
lice

3
-1
-1
O
h
te
-m
a
ch
i,
O
ita
city
8
7
0
-8
5
0
2

T
e
l
0
9
7
-5
3
6
-2
1
3
1
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